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男鹿市告示第４８号 

 

 男鹿市緊急通報サービス事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

  令和６年３月２９日 

 

 

               男鹿市長 菅 原 広 二    

 

 

 

男鹿市緊急通報サービス事業実施要綱の一部を改正する告示 

男鹿市緊急通報サービス事業実施要綱（平成３１年男鹿市告示第１７号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（決定及び通知） （決定及び通知） 
第７条 市長は、前条の申請書を受理した時は、設置の可

否を決定し、男鹿市緊急通報サービス事業利用決定（不
承認）通知書（様式第２号）により申請人に通知しなけ
ればならない。 

第７条 市長は、前条の申請書を受理した時は、設置の可
否を決定し、男鹿市緊急通報サービス事業利用決定（却
下）通知書（様式第２号）により申請人に通知しなけれ
ばならない。 

別表 別表 

委託料算定基準額表 委託料算定基準額表 

世帯区分 利用者負担額 市負担額 

生活保護以外の世帯（自宅
の電話回線を使用） 

 900円 1,740円 

世帯区分 利用者負担額 市負担額 

生活保護以外の世帯 
月額費用の２分
の１（ 100円未

月額費用
から利用
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改正後 改正前 

生活保護以外の世帯（自宅
の電話回線を不使用） 

1,252円 1,740円 

生活保護世帯（自宅の電話
回線を使用） 

利用者負担無し 2,640円 

生活保護世帯（自宅の電話
回線を不使用） 

 352円 2,640円 

 

満切り捨て） 者負担額
を除いた
額 

生活保護世帯 無料 全額 
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改正後 改正前 

様式第１号（第６条関係） 様式第１号（第６条関係） 
（表面） 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

（表面） 
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改正後 改正前 

（裏面） 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

（裏面） 
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改正後 改正前 

様式第２号（第７条関係） 様式第２号（第７条関係） 
（表面） 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

（表面） 
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改正後 改正前 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

（裏面）  
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改正後 改正前 

様式第３号（第10条関係） 様式第３号（第10条関係） 
（表面） 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（裏面）  
 （略） 
 

（表面） 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（裏面）  
 （略） 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分及び太枠で示した部分である。 
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附 則 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 


